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令和7年 8月第16分団基幹消防屯所屋根塗装工事

案内図・配置図・特記仕様書
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特　記　仕　様

・『建築関連工事共通仕様書』　　　　　　福島県土木部監修

・『公共建築改修工事標準仕様書』　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・『建築改修工事監理指針』　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・『電気設備工事、機械設備工事監理指針』国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・その他関係法令を遵守すること。

・工業用資材の購入及び調達については、規格・品質等条件を満足するものであれば、地元産品の活用に努めること。
　下請け工事の発注についても、地元業者の活用を心がけること。

・受注者は、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄から成る建設資材、木材、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき

　再生資源利用計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。また、再生資源利用計画書を工事

　現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

・受注者は、建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出

　する場合には、法令等に基づき再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

　また、再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

●特記に記載のないものは、下記の仕様とする。

●地産地消の推進

●再生資源利用（促進）計画

●暴力団関係者の排除

・会津若松市発注工事等からの暴力団等排除措置要綱を遵守するとともに、本市が発注する業務において、暴力団関係者から

　の資材の購入等、同関係者への下請けの発生及び同関係者が関与する産業廃棄物処理施設の使用を禁止する。

●工事を施工しない日及び期間について

・工事を施工しない時間帯は、□工期全体　　□上記「工事を施工しない日」　　□　　　　　　　に適用する。

・工事を施工しない日　　　　□有・■無　　　年　　月　　日

・工事を施工しない時間帯　　□有・■無　　　：　　～　　：　　

●週休2日工事

　1.本工事は、『会津若松市週休2日工事実施要領』の対象工事(発注者指定)である。

　2.受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　　※当初積算時に「月単位の4週8休以上」を確保する場合の補正を行っている。

●建設工事情報共有システム（ASP）

　1. 本工事は、会津若松市建設工事情報共有システムの活用対象工事である。

　 　なお、システム環境等の理由により活用が困難な場合は、事前協議のうえ対象工事としないことができる。

　2. 受注者は、『会津若松市建設工事情報共有システム実施要領』に定める事項について遵守しなければならない。

　 　また、システム利用にかかる経費については、清算変更により対応する。

施工場所：会津若松市北会津町中荒井　地内案内図 配置図　S＝1/200

・不測の事態に適切に対応できるように請負業者賠償責任保険に加入していること。（契約時に加入していれば可）

・火災保険に加入すること（工期＋14日）

　その証券の写しを遅延なく提出すること。

・本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

●各種保険について

●熱中症対策に関する現場管理費の補正及び工期の設定
・本工事は『会津若松市発注工事における熱中症対策に関する実施要領』の対象工事である。 　■有・□無

　受注者は、実施要領に定める事項について遵守しなければならない。

　本工事は、猛暑による作業不能日数を１日間見込んでいる。

●建設現場等における遠隔臨場

・本工事は『会津若松市建設現場等における遠隔臨場に関する試行要領』の対象工事である。

　手すり先行工法を用いて設置すること。

・緊急車両の出入が可能なよう、配慮して施工すること。

●その他

　□有・■無

A-01

第16分団基幹消防屯所

・本工事の足場は任意仮設である。ただし外部に設置することとなる足場は、外面を覆うと共に厚生労働者の通達に則り
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【既存】雪止め

【改修】屋根塗装

【改修】庇塗装

【改修】庇塗装

【改修】屋根塗装 【改修】屋根塗装

【改修】軒天張替え

第16分団基幹消防屯所屋根塗装工事 令和7年8月

改修仕様箇所

　ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系樹脂塗料２回塗り

耐候性塗料塗り

錆止め塗料塗り

　変成ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ２回塗り

下地調整RA種

●屋根・庇 既存長尺ｶﾗｰ鉄板 横葺きt=0.4mm

屋根・庇

A-02
平面図・屋根伏図

石綿作業ﾚﾍﾞﾙ3みなし撤去

　　　　一部破風ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板巻き撤去、新設

【改修】破風木下地撤去、新設

●破風・木下地 一部撤去の上新設ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4mm巻き

●軒天一部張替え（石綿作業ﾚﾍﾞﾙ3とみなし撤去を行う）
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【改修】破風木下地撤去、新設（斜線部）
　　　　破風鋼板巻き新設（斜線部）

【改修】破風鋼板巻き撤去（濃グレー部）

【既存】フェンス
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【改修】屋根塗装

【改修】庇塗装

【改修】屋根塗装

【改修】屋根塗装

【改修】屋根塗装

【改修】庇塗装

【改修】屋根塗装

【改修】屋根塗装

【改修】軒天張替え

令和7年8月
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【改修】屋根塗装

立面図

みなし撤去
石綿作業ﾚﾍﾞﾙ3


